
2019年 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第5ブロック予選競技
組み合わせおよびスタート時間表 於：鶴舞カントリー倶楽部 東コース

参加者数　93名
1番よりスタート 10番よりスタート
組 時間 　 氏名 所属 組 時間 氏名 所属 組 時間 氏名 所属 組 時間 氏名 所属

増子 敬 白帆 矢川 修 磯子 村上 雄太 南総 蕪木 登 ブリック＆ウッド

高橋 智範 JGM セベバレステロス 後藤 浩 JGM セベバレステロス 鷺 一成 太平洋・御殿場 新倉 浩二 大厚木

御子柴 欽也 マグレガー 坂本 国弘 ワンウェイ 中部 隆 袖ヶ浦 家泉 英明 東千葉

金田 充史 京 栗崎 勝司 キャスコ花葉

和田 考行 南総 飯田 悠也 宍戸ヒルズ 網代 栄一 鶴舞 小山 健児 長太郎

永野 和也 花生 青木 啓 南総 真辺 則光 総武 小川 直康 JGM セベバレステロス

雨宮 寛 平川 篠原 裕明 習志野 塚田 忠大 横浜 淀川 勇 袖ヶ浦

小坂 圭司 JGMやさと石岡 中村 由一郎 鶴舞 石渡 和城 阿見

布川 義久 袖ヶ浦 濱松 和也 JGMやさと石岡 横田 優也 セントラル・麻生 井上 俊一 鶴舞

小原 剛一 JGM セベバレステロス 神澤 信二郎 太平洋・御殿場 増田 暁 総武 永野 雄亮 かずさ

嶋野 菊治 平川 石井 勉 中山 和泉 一夫 皐月･佐野 中田 辰悟 大利根

小宮 太一 花生 目崎 潤 長太郎 木村 忠典 鶴舞 布川 貴久 霞ヶ関

堂川 真一 太平洋・御殿場 庄司 由 東千葉

中田 雅之 カレドニアン 藤田 祐司 皐月･佐野

石毛 慎吾 鶴舞 本庄 政哉 鶴舞

渡部 美和 鹿野山 後藤 肇克 美浦

大久保 学 花生 屋代 亮 大厚木

中村 英明 平川 越智 克史 長太郎

熊尾 昌久 鶴舞 浦澤 豊 鷹之台

佐藤 雅彦 八王子 水上 晃一 袖ヶ浦

渡邉 信明 キャスコ花葉 内田 智章 鶴舞

横澤 三男 ニッソー 細谷 信介 南総

榎本 剛之 袖ヶ浦 菅谷 明 鹿島の杜

山田 廣樹 メイプルポイント 野原 英世 藤岡

那須 久治 加茂 上重 修 東千葉

小坂 直人 キャスコ花葉 大沼 祐介 習志野

渡部 順 鶴舞 山村 宏二 赤羽

大塚 一徳 花生 中本 光 小田原･日動御殿場

広田 文雄 長野 金子 優大 宍戸ヒルズ

松原 伸夫 オーク・ヒルズ 高野 直樹 白帆

藤城 経真 パ協 荒川 慶量 京葉

大谷 昇 皐月･佐野 辻 一夫 鶴舞

鈴木 鉱紀 白帆 丹治 正義 東千葉

門田 一弘 成田ヒルズ 滝澤 泰三 習志野

廣瀬 照康 袖ヶ浦 受井 哲男 総武

市原 敏隆 霞ヶ関 関 茂生 岡部チサン

競技委員長 　橋本　泰子

9 8:42 21 8:47

8 8:33 20 8:38

7 8:24 19 8:29

6 8:15 18 8:20

5 8:06 17 8:11

4 7:57 16 8:02

23 9:05

3 7:48 12 9:09 15 7:53 24 9:14

2 7:39 11 9:00 14 7:44

8月23日(金)

1 7:30 10 8:51 13 7:35 22 8:56



2019 年 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権 第 5 ブロック予選競技 
 

開 催 日 ：8 月 23 日(金) 
開催コース ：鶴舞カントリー倶楽部 東コース 
 
本競技は日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則とこのローカルルールと競技の条件を適用する。 
本書に記載の無い事項や追加変更がある場合は競技規定やプレーヤーへの通知文書、または競技会場での掲示

物に掲載されるので必ず参照すること。 
ゴルフ規則によって別に定められている場合や本書に罰が記載されている場合を除き、このローカルルールと競技の

条件の違反の罰は、「一般の罰(2 罰打)」となる。 
 

ローカルルール 
1. アウトオブバウンズ(規則 18.2) 

アウトオブバウンズは白杭のコース側を地表レベルで結んだ線によって定められる。 
2. 異常なコース状態(動かせない障害物を含む)(規則 16) 

(a) 修理地 
(1) 青杭を立て、白線で囲まれた区域。 
(2) グリーンの前後を含み、フェアウェイの芝の長さかそれ以下の区域にあるヤーデージマーキングペイント(ス

タンスへの障害は除く)。 
(b) 動かせない障害物 

(1) 排水溝 
(2) 複数の動かせない障害物が接している場合、それらはひとつの動かせない障害物として扱われる。 
(3) 動かせない障害物と白線でつながれている区域は、その動かせない障害物の一部として扱われる。 
(4) 15 番グリーン右の動かせない障害物の矢印で示された区域の中に球があったりスタンスや意図するスイン

グの区域の妨げになる場合、プレーヤーは次のことができる： 
 規則 16.1 に基づき罰なしの救済を受ける。または、 
 追加の選択肢として、元の球か別の球をドロップゾーンにドロップすることによって罰なしの救済を受ける。

このドロップゾーンは規則 14.3 に基づく救済エリアである。 
3. プレー禁止区域 

(a) 電磁誘導カート用の2本のレール(白線でつながれている区域を含む)は、全幅をもってプレー禁止区域であり、

異常なコース状態として扱われる。規則 16.1f に基づき、そのプレー禁止区域による障害からの罰なしの救済

を受けなければならない。ただし、スタンスにだけ障害となる場合は、そのままプレーすることもできる。 
(b) 2 番と 10 番ホールの間にある青白の縞杭を立て、白線で囲まれた区域は、プレー禁止区域であり、異常なコ

ース状態として扱われる。規則 16.1f に基づき、そのプレー禁止区域による障害からの罰なしの救済を受けな

ければならない。 
4. 不可分な物 

以下の物は不可分な物であり、無罰の救済は認められない。 
ペナルティーエリア内にある人工の壁や杭でできた構造物。 

5. クラブと球の規格 
(a) ストロークを行うために使うドライバーは R&A が発行する最新の適合ドライバーヘッドリストに掲載されている

クラブヘッド(モデルとロフトで識別される)を持つものでなければならない。 
(b) ストロークを行うときに使用する球は R&A が発行する最新の適合球リストに掲載されていなければならない。 

このローカルルールの違反に対する罰：失格 
6. ゴルフシューズ 

ラウンド中、プレーヤーは下記の特徴を持つシューズを履いてはならない： 
伝統的なスパイク－すなわち、地面を深く貫くようにデザインされた 1 つあるいは複数の鋲を有するスパイク(メタル

製、セラミック製、プラスチック製、その他の材質かは問わない)。 
このローカルルールの違反に対する罰：規則 4.3 参照 

7. プレーの中断と再開(規則 5.7) 
(a) 即時中断(落雷等、切迫した危険がある場合) 

委員会がプレーの即時中断を宣言した場合、すべてのプレーヤーは直ちにプレーを止めなければならず、

委員会がプレーを再開するまでは別のストロークを行ってはならない。 
このローカルルールの違反に対する罰：失格 
即時中断中は、委員会がオープンと宣言するまで、すべての練習施設はクローズとなる。クローズとなった練

習施設で練習しているプレーヤーは練習を止めるように要請される。その要請に従わなかった場合、失格と

することがある。 
 



(b) 通常の中断(日没やコースがプレー不能) 
規則 5.7b､c､d に従って処置すること。 

(c) プレーの中断と再開の合図 
即時中断 ： 
通常の中断 ：  カート無線を通じてプレーヤーに連絡する。 
プレーの再開 ： 
と同時に、本部より競技委員を通じてプレーヤーに連絡する。 

8. 練習 
ホールとホールの間、プレーヤーは次のことをしてはならない。 
終了したばかりのグリーンやその近くで練習ストロークを行う。または、終了したばかりのグリーンの表面をこすった

り、球を転がすことによってグリーン面をテストする。 
9. キャディー 

プレーヤーはラウンド中に委員会によって指定された者以外をキャディーとして使ってはならない。 
このローカルルールの違反に対する罰：違反があった各ホールに対して一般の罰を受ける。違反がホールとホー

ルの間で起きたり、ホールとホールの間まで続く場合、プレーヤーは次のホールで一般の罰を受ける。 
 

競技の条件 
1. 参加資格 

プレーヤーは「競技規定」で定められる参加資格を満たしていなければならない。 
2. スコアカードの提出 

スコアリングエリア方式を採用する(プレーヤーの両足がエリアから出た時点をもって提出されたものとみなす)。 
3. 競技終了時点 

競技委員長の成績発表がなされた時点をもって終了したものとみなす。 
 

注意事項 
1. ローカルルール 6 項において規制されるシューズ以外でもグリーンに著しく損傷を与えるシューズは使用禁止とす

ることがある。 
2. プレーヤーにエチケット違反、または非行があった場合には「行動規範」に基づいて制裁を受けることがある。また

重大な非行があった場合には規則 1.2a および 20.2 に基づいて失格とする場合がある。 
3. 打放し練習場においては備付けの球を使用し、スタート前の練習は 1 人 1 コイン(30 球)を限度とする。 

※使用クラブは、アイアンのみとする。 
4. アプローチ・バンカー練習場は、自己の球を使用すること(1 人 3 個まで)。 

 
競技委員長 橋本 泰子 

 
距離表 
 Hole No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT

Yards 375 415 535 165 365 405 190 525 420 3395

Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36

10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL

415 180 530 400 390 135 400 555 405 3410 6805

4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 72



2019 年 関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第 5 ブロック予選競技 

(鶴舞カントリー倶楽部 東コース) 

出場選手  各位 

1. 18 ホールを終り、上位 11 名が決勝競技に進出する。通過者にタイが生じた場合は、マッチング・スコアカ

ード方式により通過者を決定する。 
[マッチング・スコアカード方式] 
①10 番から 18 番ホールの合計スコア、②13 番から 18 番ホールの合計スコア、③16 番から 18 番ホール

の合計スコア、④18 番ホールのスコア、⑤4 番から 9 番ホールの合計スコア、⑥7 番から 9 番ホールの合

計スコア、⑦9 番ホールのスコアの順で決定する。上記の方法でも決まらない場合は、⑧委員会によるくじ

引きで決定する。尚、くじ引きの際、当該選手不在の場合は委員会が代理でくじ引きをします。 
2. 欠場者があった場合、組み合わせおよびスタート時間を変更することがある。 
3. 指定練習日は 8 月 20 日、21 日、22 日の 3 日間とし、1 人 2 日までとする(1 回は会員並み扱い、1 回はビ

ジター扱い)。予約等の連絡は必ず開催倶楽部へ行うこと(各日 7 時～17 時)。指定練習日は、1 ラウンド限

定とし、2 球以上のプレーは禁止する(違反した場合は出場停止とする場合がある)。また、選手のみで一般

プレーヤーの同伴は認めない。 
4. クラブハウス、レストラン、練習場は 6：00 にオープンする。 
5. 欠場する場合は、所属倶楽部・団体を通じて KGA ホームページ(www.kga.gr.jp)より申請すること。 

※KGA ホームページの「申込者一覧」に「欠場」と表示されるので必ず確認すること。 
やむをえず所属倶楽部・団体に連絡できない場合は KGA 事務局(03-6278-0005)または、鶴舞カントリー

倶楽部(0436-88-2211)に連絡すること。 
無断欠場の場合は本年 KGA 主催競技および来年本競技の出場を停止する。 

6. メタルスパイクの使用は禁止とする。 
7. クラブハウス入場時は上着を着用すること。 

また、指定練習日、競技日とも開催倶楽部のドレスコードを厳守すること。 
8. 携帯電話のコース内での使用は禁止とする。 
9. ロッカー室内での飲食は禁止とする。 
10. ギャラリーのコース内入場は1番10番ティーイングエリア周辺および9番18番グリーン周辺のみとする。 

クラブハウスには入場することができる。 
11. 本競技のスコアは「トーナメントスコア」として KGA で一括して NEW J-sys に登録します。所属倶楽部・団

体もしくはプレーヤー本人が登録されないようご注意ください。 
12. J アラート(全国瞬時警報システム)や緊急速報メール等により緊急情報が伝えられた場合はプレーの即時

中断とします(ローカルルール 7 項参照)。落ち着いて直ちに避難してください。 
13. 予備日：8 月 26 日 
 
※悪天候による中止等、競技に関する情報は KGA ホームページに掲載します。 
※乗用カート乗車時は、必ずアームレストにつかまる等、安全に配慮してください。 


